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ブーゲンビリア 
 

ブーゲンビリ

アは、夏の季

語ともいわれ

るものです

が、夏の猛暑

を耐えて、１

０月の末に色

づきました。 

原産地は中 

央アメリカおよび南アメリカの熱帯雨林で、和

名はイカダカズラ（筏葛）、ココノエカズラ九

重葛）と呼ばれています。 
 

 
 

被団協にノーベル平和賞 
 ｢核なき世界実現へ努力｣ 
 

ノーベル賞委員会は、

２０２４年のノーベル

平和賞を日本原水爆被

害者団体協議会（日本

被団協）に授与すると

発表しました。 

このニュースは世界 

を駆けめぐり、「核兵 

器のない世界」を願うすべての人々に限りない

励ましと勇気を与えています。 

日本被団協はアメリカの原爆投下による「こ

の世の地獄」をかろうじて生きのびた被爆者の

皆さんは、その後も後遺症、差別や経済的苦難

を強いられ、さらに何の援護もなく放置されま 

した。 

しかし、ビキニ水爆実験被災（１９５４年）

を契機に原水爆禁止運動が広がるなか、被爆者

は「ふたたび被爆者をつくらない」との決意を

もって立ち上がり、５６年に日本被団協を結成

しました。 

そして、「自らを救うとともに、私たちの体

験をとおして人類の危機を救おうという決意を

誓い合った」（結成宣言「世界への挨拶（あい

さつ）」）のです。 

ノーベル賞委員会のフリードネス委員長は日

本被団協への授賞理由として「核兵器のない世

界を実現するための努力」と「核兵器が二度と

使われてはならないことを目撃証言を通じて示

してきたこと」を挙げ、被爆者の地道な努力に

よって核兵器の使用は道徳的に許されないとす

る「核のタブー」という国際規範が醸成された

と指摘し、「全ての被爆者に敬意を表したい」

と語っています。 

国連の中満泉事務次長は、被団協の受賞につ

いて「世界に対する強烈なパンチ」だと話して

います。 

日本被団協の箕牧智之代表委員は「引き続き

核兵器廃絶、恒久平和の実現を世界の皆さんに

訴えていきたい」と話しています。 

「核兵器のない世界」への決意を新たに、世論

と運動を飛躍させることが求められています 
 

 

●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇● 
 

  
 

 

「焼きナスを五島のア

ゴ出汁浸しにするとおい

しいよ」と聞いて、頂き

物の五島うどんについて

いた粉末の“アゴ出汁” 

をお湯で溶いて試してみました。 

アゴ出汁ナス、おいしくいただきました。 
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焼きナスの 

アゴ出汁浸し 

  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB
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社会保険の適用拡大って何？  
生協労連九州地連パート部会の学習会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生協労連九州地連パート部会からお話があっ

て、この１０月からの社会保険適用の拡大につい

てお話しする機会を得ました。 

当日は、台風２１号から変化した温帯低気圧の

影響が残る中、福岡の会場とオンラインで結ぶ九

州各地の組合員さん３６名とともに、学習を深め

ました。 

テーマに沿ってお話しした後、会場やオンライ

ンのサテライト会場から、次々に熱心な質問があ

り、活気あふれる学習会になりました。 
 

============================================ 
 

 

 

 

今年あとの2カ月を残すの

みとなりました。 

「新しい年を迎えるために、

ことし 1 年の取組を反省し、

「新たに挑戦出来ることに

は、どんなことがあるのか？」

など、「抱負や展望」をスタッ

フ皆で忌憚なく語り合い、意 

見を出し合って、新しい年に向けて、新たな計

画を構築しなければと考えています。 

でも、まだあと２か月あります。ここでの締

めくくりが大事なようにも思います。 

 
 

   

 

人事労務センター 

ホームページＵＲＬ 

    https://roumu.b-souken.com 

 

 

     

 

 

Ｑ：１０月から社会保険適用

の拡大って、少し詳しく教

えてください。 

Ａ：社会保険制度は、憲法２５条の「すべて

の国民は、健康で文化的な最低限度のせい

かつを営む権利を有する」「国はすべての

生活部面について、社会福祉、社会保障及

び公衆衛星の向上及び増進に努めなけれ

ばならない」の定めによって、成立してい

る制度です。 

Ｑ：その適用拡大とは、どんなことですか。 

Ａ：社会保障制度の中の一つに、社会保険が

あって、医療保険と公的年金（高齢年金と

障害年金）、労災保険、雇用保険、介護保険

があります。このうち今回、医療保険と公

的年金の強制適用を、労働者数が５１人以

上の事業所に拡大し、週２０時間以上働く

方と収入が月額 88,000 円までの方を強

制適用の範囲としました。 

Ｑ：強制適用とは、必ず加入しなければなら

ないのですか。 

Ａ：そうです。適用拡大の要件に該当する事

業所で、要件に該当する方は、加入するこ

とが必要です。 

Ｑ：強制適用になったら、保険料を払うこと

になるのですか。 

Ａ：そうです。保険料の負担が必要です。そ

こで、週２０時間未満で働くか、８８００

０円未満で働くほうがいいのか、そのため

働く時間をセーブしたほうがいいか、との

相談が相次いでいます。 

Ｑ：どうしたほうがいいのですか。 

Ａ：適用拡大には、保険料負担で手取りが減

ることがありますが、その分将来の受給が

増えることになります。働く時間と収入を

抑えて加入しないという選択と、働く時間

と収入を増やして働くかは、悩ましい判断

ですが、それぞれのライフプランなどから

の選択だと思います。 

社会保険適用拡大って何？ 
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